
令
和
６
年

令
和
６
年  

第
５
回

　
小
国
町
議
会
定
例
会

第
５
回

　
小
国
町
議
会
定
例
会

　

令
和
６
年
第
５
回
定
例
会
が
６

月
６
日
か
ら
13
日
ま
で
開
催
さ
れ

ま
し
た
。
令
和
６
年
度
一
般
会
計

補
正
予
算
な
ど
16
件
が
審
議
さ
れ
、

原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

一
般
会
計
に

　
１
億
７
４
６
９
万
１
千
円
を
追
加

　

デ
フ
レ
経
済
か
ら
の
脱
却
を
め

ざ
し
て
、
国
が
実
施
し
て
い
る
低

所
得
世
帯
に
対
す
る
給
付
金
及
び

定
額
減
税
の
一
体
的
な
措
置
へ
の

対
応
や
農
業
の
経
営
基
盤
強
化
及

び
担
い
手
育
成
に
向
け
た
支
援
、

降
雨
に
よ
り
破
損
し
た
林
道
の
補

修
に
要
す
る
経
費
な
ど
を
追
加
す

る
ほ
か
、
年
度
当
初
の
人
事
異
動

に
伴
う
職
員
人
件
費
、
会
計
年
度

任
用
職
員
報
酬
等
の
調
整
額
を
追

加
す
る
こ
と
と
し
、
補
正
後
の
予

算
総
額
は
、
71
億
９
０
９
５
万
１

千
円
と
な
り
ま
し
た
。

不
要
果
樹
伐
採
に
対
す
る
支
援

　

ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
を
は
じ
め
と
す

る
野
生
鳥
獣
出
没
の
要
因
と
な
っ

て
い
る
カ
キ
、
ク
リ
な
ど
の
不
要

果
樹
の
伐
採
に
取
り
組
む
自
治
会

等
に
対
し
て
、
県
の
制
度
を
活
用

し
て
伐
採
経
費
の
一
部
を
支
援
す

る
こ
と
と
し
、
所
要
額
を
追
加
し

ま
し
た
。

債
務
負
担
行
為
の
補
正

　

医
療
職
員
の
充
実
に
資
す
る
こ

と
を
目
的
に
設
定
し
た
小
国
町
修

学
資
金
貸
与
条
例
に
基
づ
く
修
学

資
金
の
貸
付
け
及
び
本
町
の
教
育

施
設
等
に
貢
献
す
る
人
材
の
育
成

を
目
的
に
設
定
し
た
小
国
町
奨
学

資
金
貸
与
条
例
に
基
づ
く
奨
学
資

金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
、
貸
与
の

希
望
が
あ
っ
た
た
め
、
卒
業
予
定

年
度
ま
で
の
貸
付
け
に
係
る
債
務

負
担
行
為
を
追
加
補
正
し
ま
し
た
。

損
害
賠
償
金
仮
払
処
分
決
定
に
伴

う
賠
償
金
の
支
払
い

　

令
和
５
年
４
月
９
日
に
発
生
し

た
鳥
獣
被
害
対
策
実
施
隊
の
活
動

中
の
事
故
に
つ
い
て
、
被
害
者
か

ら
町
に
対
し
て
、
損
害
賠
償
金
仮

払
仮
処
分
の
申
し
立
て
が
な
さ
れ
、

山
形
地
方
裁
判
所
に
お
い
て
仮
処

分
の
決
定
が
な
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、

賠
償
金
を
支
払
う
こ
と
と
し
、
所

要
額
を
措
置
し
ま
し
た
。

小
国
町
公
の
施
設
に
係
る
指
定
管

理
者
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の

制
定

　

指
定
管
理
者
に
お
け
る
個
人
情

報
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
、「
小
国

町
公
の
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者

の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
」

に
お
い
て
、「
小
国
町
個
人
情
報
保

護
条
例
」
の
適
用
を
受
け
る
も
の

と
定
め
て
い
ま
し
た
が
、
令
和
５

年
３
月
定
例
会
に
お
い
て
当
該
条

例
を
廃
止
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ

に
代
わ
る
規
定
と
し
て
、
指
定
管

理
者
の
個
人
情
報
の
取
り
扱
い
及

び
秘
密
保
持
義
務
を
定
め
る
た
め
、

所
要
の
改
正
を
行
い
ま
し
た
。

小
国
町
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設

備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
の
制
定

　

国
が
定
め
る
「
児
童
福
祉
施
設

の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
、

及
び
「
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設

備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
の

一
部
改
正
に
伴
い
、
町
の
関
係
条

例
に
お
い
て
所
要
の
改
正
を
行
い

ま
し
た
。

小
国
町
老
人
保
健
施
設
事
業
の
設

置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
の
制
定

　

令
和
６
年
度
の
介
護
報
酬
改
定

に
よ
り
、
国
に
お
い
て
、
居
住
費

及
び
滞
在
費
の
基
準
費
用
額
が
そ

れ
ぞ
れ
一
日
あ
た
り
60
円
引
き
上

げ
ら
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
所
得
等

に
応
じ
て
軽
減
さ
れ
て
い
る
第
一

段
階
か
ら
第
三
段
階
ま
で
の
負
担

限
度
額
も
同
様
に
引
き
上
げ
ら
れ

る
こ
と
か
ら
、
当
該
条
例
の
居
住

費
の
一
部
を
改
正
し
ま
し
た
。

小
国
町
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員

会
委
員
の
選
任

　

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委

員
の
任
期
満
了
に
伴
う
人
事
案
件

が
提
案
さ
れ
、
次
の
か
た
が
選
任

さ
れ
ま
し
た
。

　

渡
部
孝
弘
氏
（
小
国
小
坂
町
・
再
任

）

　

伊
藤
玲
子
氏
（
あ
け
ぼ
の
・
再
任
）

　

齋
藤
義
昭
氏
（
沼
沢
・
新
任
）
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７月23日㈫は小国町長選挙の投票日です７月23日㈫は小国町長選挙の投票日です
　任期満了に伴う小国町長選挙が行われます。忘れずに投票しましょう。

告示日 ７月18日㈭ 投票日 ７月23日㈫

投票できるかた

■投票日当日で満18歳以上のかた
（平成18年７月24日まで生まれたかた）
■３カ月以上小国町に住所を有するかた

（令和６年４月17日までに小国町に転入届を出されたかた）
※投票前に町外に住所を異動されるかたは投票できません。

投票時間が１時間短くなります投票時間が１時間短くなります

投票時間
および投票所

午前７時から午後７時まで（３カ所）
　第１投票所　小国町役場　　　　第３投票所　白い森ショッピングセンターアスモ
　第２投票所　小国小学校
午前７時から午後６時まで（10カ所）
　第４投票所　宮の森会館　　　　第９投票所　白い森交流センターりふれ
　第５投票所　大滝公民館　　　　第10投票所　玉川高齢者コミュニティセンター
　第６投票所　おぐにふるさと文化館　第11投票所　マタギの里交流センター
　　　　　　　（旧伊佐領小学校）　　　　　　　（山崎屋）
　第７投票所　旧沖庭小学校　　　第12投票所　水源の郷交流館
　第８投票所　旧あさひ保育園　　第13投票所　旧白沼小学校

※これまで「クアーズテック合同会社体育館」を投票所としていた地区のかたは、投票所が「小
国町役場」に変更となります。選挙当日は他の投票所で投票できませんので、ご注意ください。

期日前
投　票

役場２階
ラウンジ

■期日　７月19日㈮～22日㈪
■時間　午前８時30分から午後８時まで　

健康管理センター
森のホール

■期日　７月19日㈮�・�22日㈪
■時間　午前９時から午後４時まで　

※入場券裏面の「宣誓書兼投票用紙請求書」をボールペンで事前に記入し
ていただくと、受付がスムーズです。

不在者投票

■滞在先での投票
　投票用紙を事前に取り寄せ、滞在中の市区町村で不在者投票をすること
ができます。（請求書様式は町ホームページからダウンロードできます）
■指定施設での投票
　都道府県が指定する病院、老人ホームなどの施設に入院（入所）中のかたは、
その施設等で不在者投票をすることができます。（施設に確認してください。）
■郵便による不在者投票
　重度の身体障がい等があるかたで一定の要件に該当するかた、介護保険
の被保険者証（要介護５）の交付を受けているかたは、自宅等で郵便によ
る不在者投票をすることができます。
※事前に「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要がありますので、早め
にお手続きください。

開　票 ■日時　７月23日㈫　午後８時から　■場所　小国町民総合体育館

■問合先　小国町選挙管理委員会事務局（総務企画課内☎62－2112）へ

広報おぐに　2024.7
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クマ出没注意報発令
　５月28日から８月31日の期間で県内全域にクマ出没注意報が発令されています。人身被害
の防止のため、下記に注意してくださるようお願いいたします。
●子グマを見たら、近くで母グマが警戒していると思ってください。危険ですので、周囲に
　注意しながらできるだけ早く遠ざかりましょう。
●クマの目撃情報等があったところでは、音の出る物でクマに自分の存在を知らせてください。
●早朝・夜間はクマに出合う可能性が高くなります。クマの目撃情報等があったところでの
　早朝・夜間の外出は特に注意してください。
●万一、クマに出合ったら、落ち着いてゆっくりとその場から離れてください。
●家の周囲の取り残しの果実や野菜、ハチの巣は撤去し、生ゴミなどは放置しないでください。
●河川敷や公園などの刈払いを進めてください。

　本ローン対象の生徒・学生が卒業後山形県内に就
職または就業した場合は、それ以降の利子に対して
最長10年間、元金300万円を限度に、年2.0％が補
給されます。融資金利が2.0％を下回った場合は、
融資金利が利子補給率になります。
■使いみち　教育費用や他金融機関の教育ローン��

　の借り換えなど

■融資金額　最高2,000万円

■融資金利

　変動金利・カード型（年1.55～2.45％）

　固定金利・証貸型（年1.80～2.60％）

　変動金利・証貸型（年1.70～2.10％）

　※９月末までに申込み、実行する融資が対象です。

■保証　保証料は東北労働金庫が負担します。

■申込・問合先　

　東北労働金庫長井支店（☎0238-84-1100）へ

害虫駆除用の薬剤噴霧器無料貸出について害虫駆除用の薬剤噴霧器無料貸出について
　町では毛虫などの害虫駆除に使用できる薬剤噴
霧器を無料で貸出しています。
■貸出機器

　①動力式噴霧器（据え置き型）１台

　②動力式噴霧器（背負い型）１台

　③手押しポンプ式噴霧器２台

※①の運搬には軽トラックの荷台程度のスペー
スが必要です。

■期間　借用日から３日間以内

　※台数が限られているため、貸出までお待ちい

ただく場合があります。

■費用　無料、薬剤や燃料は借りたかたがご負担

　ください。

■手続方法　下記担当に事前申し込みください。

また、返却時に実績報告書を提出いただきます。

■申込・問合先　町民課町民生活担当（☎62－2261）へ

　くらしや健康・環境問題など、身近な話題から
県が重点的に取り組んでいる各種施策まで、職員
が直接皆さんの集会や学習会に伺いご説明します。
■対象　地域の皆さまが参加する集会

　※営利目的や政治・宗教に関する集会などは対

　象外（所要時間：45分～１時間30分）

■申込方法　二次元コードから一覧表を確認し、

　希望する講座を選んで希望日の３週間前までに

　申込書を提出。

■問合先　置賜総合支庁各課または総務課

　（☎0238－26－6000）へ

　子育ての悩みを１人で抱えず、電話でお話しくだ
さい。相談員がご一緒に考えます。相談の秘密は守
ります。子どもからの相談にも応じます。

☆ふれあいほっとライン　（023－630－2876）

■受付時間　月～金　８：30～17：15

　※相談員対応　９：00～16：15

　※電子メール、Faxは24時間受け付けています。

　　（E-mail：yshogaku@pref.yamagata.jp　Fax：023－630－2874）

■問合先　県教育庁文化財・生涯学習課生涯学習振

　興室　（☎023－630－2872）へ

置賜総合支庁職員出前講座「県政ナビ」置賜総合支庁職員出前講座「県政ナビ」

ふるさと奨学ローンのお知らせふるさと奨学ローンのお知らせ

家庭教育電話相談のご案内家庭教育電話相談のご案内

広報おぐに　2024.7
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令和６年度狩猟免許更新に係る適性検査および講習会の実施について令和６年度狩猟免許更新に係る適性検査および講習会の実施について
■対象者　県内に住所を有し、狩猟免許の有効期間が令和６年９月14日で満了するかた

■期日および場所

期　日 時　間 場　所 対象者

７月17日㈬ 14：30～15：30
置賜総合支庁
西置賜地域振興局５階講堂
長井市高野町２－３－１

主に西おきたま猟友会（飯豊町会員）
西置賜在住一般狩猟者

７月25日㈭
13：00～14：00

おぐに開発総合センター
小国町大字岩井沢７０４

主に小国町猟友会（１～４班会員）

14：00～15：00 主に小国町猟友会（５～８班会員）

■当日の日程　受付後、適性検査（視力検査、聴力検査、運動能力検査）を行います。

■申込について　狩猟免許更新申請書の提出が必要です。

　・提出期限　受験日の10日前必着（期限厳守）

　・提出先　　置賜総合支庁保健福祉環境部環境課　〒992-0012　米沢市金池７－１－50

　・申請書　　置賜総合支庁、西置賜地域振興局で受け取り可能です。

　　　　　　　また、県ホームページ（みどり自然課）でもダウンロードすることができます。

■問合先　置賜総合支庁保健福祉環境部環境課自然環境担当（☎0238－26－6035）へ

新たに住民税非課税等となる世帯への給付金及びこども加算給付金の支給について新たに住民税非課税等となる世帯への給付金及びこども加算給付金の支給について
　小国町では、物価高騰による負担増を踏まえ、新たに住民税非課税等となる世帯への給付金及び同世帯
へのこども加算給付金を支給します。対象となるかたには、別途ご案内を送付いたします。
■対象　令和６年６月３日時点で、小国町の住民基本台帳に登録のある世帯で、次のいずれかに該当する世帯

　①新たに住民税非課税となる世帯（支給額：１世帯につき10万円）

　　世帯全員の令和６年度住民税が非課税である世帯の世帯主

　②新たに住民税均等割のみ課税となる世帯（支給額：１世帯につき10万円）

　　世帯全員が令和６年度住民税所得割が課されず、うち少なくとも１人が住民税均等割のみ課税されて

　いる世帯の世帯主

　�※①と②に該当する世帯のうち、18歳以下の児童（平成18年４月２日生まれ以降の児童）を養育してい

る世帯にこども加算給付金（支給額：児童１人につき５万円）を支給します。

　※次の世帯は今回の給付金の支給対象となりません。

　・令和５年度住民税非課税世帯への７万円給付金の対象世帯

　・令和５年度住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付金の対象世帯

■申請方法等　具体的な申請方法やその他の支給要件等は、送付するご案内をご確認ください。申請期限

　は10月31日を予定しております。

■その他　定額減税に伴う調整給付金の支給については、広報おぐに８月号でお知らせします。

■問合先　健康福祉課福祉担当（☎61－1000）へ
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▲包括連携協定式の様子

　町では高校、大学と連携し、高校生から継続的に地域で活躍できる
次世代人材の育成を目的に、小国高校及び東北芸術工科大学（以下、
芸工大）と３者包括連携協定を締結し、６月11日に包括連携協定締結
式を実施しました。
　この協定は、これまで芸工大卒業生が本町で活躍していることや、
小国高校が実施する小規模校サミットに芸工大の教員・学生が協力し
たこと、さらに今年度から芸工大が実施する自治体推薦入学試験への
参画などを契機として締結されたものです。
　今後は町が実施する地域づくりの取り組みや会議への高校生や大学
生、教員の参加、芸工大が実施するオープンキャンパスへの小国高校
生の参加協力などといった多方面での連携を実施し、地域に根ざした
次世代の人材を育成していきます。

小国高校及び東北芸術工科大学との小国高校及び東北芸術工科大学との
人材育成及び地域活性化に関する包括連携協定を締結しました人材育成及び地域活性化に関する包括連携協定を締結しました

　５月26日、山形県小国郷人会総会が開催されました。当日

は30人以上の関東に在住する本町出身者が参加し、ふるさと

の懐かしい話で盛り上がり、小国町観光協会による物産品販

売ブースで本町の特産品などを買い求めていました。

　また、郷人会の皆さまより寄付金をお預かりし、６月３日

に小国町社会福祉協議会に贈呈しました。寄付金は本町の福

祉の向上などに活用されます。

山形県小国郷人会総会が開催されました山形県小国郷人会総会が開催されました

▲山形県小国郷人会の保科会長より
寄付金を預かりました

▲社会福祉協議会に寄付金を贈呈

フードドライブへのご協力フードドライブへのご協力
ありがとうございましたありがとうございました

　６月５～７日、９日に実施したフー

ドドライブで178点の食品が集まりま

した。ご協力いただいた皆さま、あ

りがとうございました。

　集まった食品は小国町社会福祉協

議会等の福祉団体を通じて、支援が

必要なかたにお渡しします。
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令和７年度採用令和７年度採用　　小国町職員小国町職員をを募集募集しますします

■
職
種

　

①
上
級
行
政
（
大
卒
程
度
）

　

②
初
級
行
政
（
高
卒
程
度
）

　

③
看
護
師

　

④
薬
剤
師

　

⑤
山
村
文
化
振
興
専
門
調
査
員

▽
移
住
枠

　

⑥
初
級
行
政

　

⑦
初
級
土
木
（
農
業
土
木
・
土
木
）

　

⑧
Ｉ
Ｃ
Ｔ
職
（
初
級
行
政
）

■
募
集
人
員　

各
若
干
名

■
受
験
資
格　

　

①
平
成
元
年
４
月
２
日
か
ら
平

成
15
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま

れ
た
か
た
で
、
大
学
を
卒
業
・

卒
業
見
込
み
の
か
た

　

②
平
成
11
年
４
月
２
日
か
ら
平

成
19
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま

れ
た
か
た
で
、
高
校
を
卒
業
・

卒
業
見
込
み
の
か
た

　

③
昭
和
54
年
４
月
２
日
以
降
に

生
ま
れ
た
か
た
で
、
看
護
師
資
格

を
有
し
交
代
勤
務
が
可
能
な
か
た

（
令
和
７
年
３
月
ま
で
に
資
格
取

得
見
込
み
の
か
た
を
含
む
）

　

④
昭
和
54
年
４
月
２
日
以
降
に

生
ま
れ
た
か
た
で
、
薬
剤
師
資

格
を
有
す
る
か
た
（
令
和
７
年

３
月
ま
で
に
資
格
取
得
見
込
み

の
か
た
を
含
む
）

　

⑤
昭
和
49
年
４
月
２
日
か
ら
平
成

６
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た

か
た
で
、
大
学
若
し
く
は
大
学
院

に
お
い
て
民
俗
学
、
文
化
人
類
学

に
関
す
る
専
門
課
程
を
修
了
し
、

行
政
機
関
・
研
究
機
関
等
で
民
俗

文
化
に
関
し
て
５
年
以
上
の
実
務

経
験
が
あ
る
か
た

▽
移
住
枠

　

昭
和
54
年
４
月
２
日
か
ら
平
成

６
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ

た
か
た
で
、
本
町
に
移
住
し
よ

う
と
す
る
か
た

　

⑥
行
政
機
関
・
民
間
企
業
等
で
５

年
以
上
の
実
務
経
験
が
あ
る
か
た

　

⑦
行
政
機
関
・
民
間
企
業
等
で
農

業
土
木
ま
た
は
土
木
関
連
部
門
で
５

年
以
上
の
実
務
経
験
が
あ
る
か
た

　

⑧
民
間
企
業
等
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
関
連

部
門
で
５
年
以
上
の
実
務
経
験

が
あ
る
か
た
、
ま
た
は
独
立
行

政
法
人
情
報
処
理
推
進
機
構
が

実
施
す
る
情
報
処
理
技
能
者
試

験
等
の
11
資
格
の
う
ち
１
つ
以

上
を
取
得
し
た
か
た

■
試
験
内
容

　

▽
第
１
次
試
験

　

①
・
⑤
～
⑧　

Ｓ
Ｐ
Ｉ
３
（
性

格
診
断
、
判
断
力
・
思
考
力
試
験
）

　

②　

教
養
試
験
、
職
場
適
応
性
検

査
、
作
文
試
験

　

③
・
④　

職
場
適
応
性
検
査
、
作

文
試
験

▽
第
２
次
試
験

　

第
１
次
試
験
合
格
者
を
対
象
に

面
接
試
験
等
を
行
い
ま
す
。

■
試
験
日
お
よ
び
会
場

▽
第
１
次
試
験

　

①
・
⑤
～
⑧　

９
月
６
日
㈮
～

17
日
㈫　

受
験
者
の
自
宅
Ｐ
Ｃ

等
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
受
験
）

　

②
～
④　

９
月
22
日
㈰　

小
国

町
役
場

▽
第
２
次
試
験

　

10
月
中
旬
～
11
月
上
旬　

小
国

町
役
場

■
募
集
期
間

　

①
・
⑤
～
⑧　

７
月
１
日
㈪
～

８
月
20
日
㈫

　

②
～
④　

７
月
１
日
㈪
～
８
月
５
日
㈪

■
受
付
時
間
お
よ
び
場
所

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

　

総
務
企
画
課
行
政
管
理
担
当
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
募
集
要
項
・
申
込
書
配
布
場
所

小
国
町
役
場
、
健
康
管
理
セ
ン

タ
ー
他
、
ま
た
は
町
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

■
問
合
先　

総
務
企
画
課
行
政
管

理
担
当
（
☎
62
‐
２
１
１
２
）
へ

山形
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